
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

七

五

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
七
五
号

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
年
金
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
年
金
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

年
金
積
立
金
の
運
用
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
の
二
及
び
国
民
年
金
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
発
言
は
、
専
ら
被
保
険
者
の
た
め
に
行
う
年
金
積
立
金
の
運
用
が
、
結
果
的
に
成
長
へ
の
投
資
、

ひ
い
て
は
日
本
経
済
に
貢
献
し
、
経
済
の
好
循
環
実
現
に
も
つ
な
が
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
の
基

本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
含
め
た
中
期
計
画
の
変
更
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百

五
号
。
以
下
「
管
理
運
用
法
人
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
設
置
さ
れ
て
い
る
運
用

委
員
会
（
以
下
「
運
用
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
議
を
経
た
上
で
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
さ
れ
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
三
号
）
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
変
更
は
適
正
な
手
続
を
経

一



て
変
更
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
は
異
な
る
成
長
戦
略
を
採
用
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
後
の
財
政
検
証
や
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
異
な
る
結
論
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
に

公
表
し
た
「
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
に
係
る
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
」
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
同
年
一
月
二
十
日
に

公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
以
下
「
中
長
期
試
算
」
と
い
う
。
）
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
を
基

に
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
中
長
期
試
算
の
「
参
考
ケ
ー
ス
」
を
基
に
し
た
も
の
も
含
め
て
、
複
数
の
ケ
ー
ス
を
設
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
現
行
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
も
、
経
済
状
況
に
つ
い
て
、
経
済
が
再
生
す
る
経
済
中
位
ケ

ー
ス
及
び
足
下
の
市
場
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
市
場
基
準
ケ
ー
ス
を
設
定
し
、
検
討
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
三
十
兆
円
と
い
う
損
失
額
の
試
算
」
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
現
行
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
検
討
過
程
に
お
い

て
検
討
対
象
と
さ
れ
た
複
数
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
案
に
つ
い
て
、
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
案
を
構
成
す
る
各
資
産
の
昭

二



和
四
十
九
年
か
ら
平
成
二
十
五
年
ま
で
の
過
去
四
十
年
間
の
市
場
平
均
収
益
率
に
基
づ
く
収
益
率
等
を
用
い
て
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が

算
定
し
た
平
成
二
十
年
の
年
間
損
失
額
で
あ
り
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
開
催
の
第
八
十
五
回
運
用
委
員
会
に
提
出
さ
れ

た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
一
方
、
御
指
摘
の
同
年
十
一
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
十
八
回
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部

会
で
の
「
出
席
委
員
か
ら
の
質
問
」
は
、
同
年
十
月
三
十
一
日
に
変
更
さ
れ
た
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
い
て
想
定
さ
れ

る
単
年
度
の
最
大
の
損
失
額
の
見
込
み
を
問
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
三
十
兆
円
と
い
う
損
失
額
の
試
算
」
は
当

該
質
問
に
対
す
る
回
答
と
な
る
も
の
で
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
答
え
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
」
と
の
御
指
摘
は

当
た
ら
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
第
八
十
五
回
運
用
委
員
会
の
議
事
要
旨
は
、
当
該
運
用
委
員
会
の
開
催
か
ら
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お

い
て
公
表
さ
れ
る
ま
で
八
十
日
間
を
要
し
て
お
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
ま

で
に
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
運
用
委
員
会
の
議
事
要
旨
の
中
で
八
十
日
間
を
超
え
る
も
の
は
、

五
例
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
運
用
委
員
会
の
議
事
要
旨
に
つ
い
て
は
、
各
委
員
に
確
認
を
取
っ
た
上
で
公
表
す
る

手
続
と
な
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
第
八
十
五
回
運
用
委
員
会
の
議
事
要
旨
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
手
続
を

三



経
た
上
で
公
表
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
衆
議
院
議
員
総
選
挙
へ
の
影
響
を
避
け
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
だ

っ
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
管
理
運
用
法
人
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
場
そ

の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に
留
意
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
の
中
期
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
も
、
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に
留
意
し
つ
つ
、
適
切
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
度
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済

事
業
団
（
以
下
「
三
共
済
」
と
い
う
。
）
の
業
務
概
況
書
に
よ
れ
ば
、
三
共
済
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
積
立
金
の
運
用
に
よ

る
収
益
率
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
平
成
二
十
七
年
度
業
務
概
況
書
八
ペ
ー
ジ
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

の
平
成
二
十
七
年
度
業
務
概
況
書
三
十
七
ペ
ー
ジ
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
平
成
二
十
七
年
度
業
務
概
況

書
五
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
名
目
運
用
利
回
り
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
〇
・
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

〇
・
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
度
の
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
業
務
概
況
書
に
よ

四



れ
ば
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
年
金
積
立
金
の
運
用
に
よ
る
収
益
率
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
平
成
二
十
七
年
度
業
務
概
況
書
十
三
ペ
ー
ジ
に
記

載
さ
れ
て
い
る
名
目
運
用
利
回
り
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
マ
イ
ナ
ス
三
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
同
年
度

の
三
共
済
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
積
立
金
の
運
用
に
よ
る
収
益
率
は
被
用
者
年
金
の
一
元
化
以
降
で
あ
る
平
成
二
十
七
年
十

月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
率
で
あ
る
一
方
、
同
年
度
の
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
年
金
積
立
金
の
運
用
に
よ
る
収

益
率
は
平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
率
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
収
益
率
は
算
定
す
べ
き

期
間
が
異
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
年
金
積
立
金
の
運
用
に
よ
る
収
益
率
を
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
要
因

に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
三
共
済
及
び
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
（
以
下
「
管
理
運
用
主
体
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
管
理
運
用
主
体
が
共
同
で
定
め
る
モ
デ
ル
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
同
法
第
七
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
参
酌
す
べ
き
積
立
金
の
資
産
の
構
成
の
目
標
を
い
う
。
）
に
即
し
て
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
含
む
管
理
運
用
の
方
針

を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
将
来
の
管
理
運
用
主
体
の
個
別
の
投
資
行
動
等
を
予
見
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
三
共
済
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
積
立
金
の
運
用
に
よ
る
収
益
率
が
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
年
金
積
立
金

の
運
用
に
よ
る
収
益
率
と
同
様
の
収
益
率
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五



五
に
つ
い
て

年
金
積
立
金
の
額
は
、
将
来
の
人
口
及
び
経
済
の
動
向
等
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び

厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
お
お
む
ね
百
年
間
の
財
政
均
衡
期
間
の
終
了
時
に
国
民
年
金
法
に

よ
る
給
付
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
積
立
金
を
政

府
等
が
保
有
し
つ
つ
、
当
該
財
政
均
衡
期
間
に
わ
た
っ
て
国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
財
政
の
均
衡
が
保
た

れ
る
よ
う
、
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
（
付
加
年
金
を
除
く
。
）
の
額
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付

の
額
を
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六


